
京田辺市（H７.10.2施行、H21.10.1改正） 八幡市（H9.6.1施行） 生駒市（H28.10.1施行）

目的 災害の防止、生活環境破壊の防止 災害の防止、環境の保全 災害の防止、生活環境の保全、自然環境の保全

定義
土砂等：土地の埋立、盛土、たい積の用に供するもの
　　　　全て（廃棄物は除く）
埋立等：土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積

土砂等：土地の埋立、盛土、たい積の用に供するもの
　　　　全て（廃棄物は除く）
事業：土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並
　　　びに土砂を採取する事業

土砂等：土・砂・破砕石又はこれらに類するもので、
　　　　廃棄物以外のもの
埋立て等：土砂等による土地の埋立て、盛土その他の
　　　　　土地への土砂等の堆積行為

責務 市、埋立て等する者、発生者、土地所有者 市、埋立て等する者、発生者、土地所有者 市、埋立て等する者、発生者、土地所有者

規模 埋立等の事業区域が500㎡以上 事業区域が500㎡以上の事業 500㎡以上、又は高さ１ｍ以上かつ土量500㎥以上

市との事前協議 市との事前協議 市との事前協議

土地所有者の同意 土地所有者の同意 土地所有者の同意

隣接地土地所有者の同意 隣接地土地所有者、近隣住民、自治会の同意 住民説明会の開催、隣接地土地所有者の同意

技術基準への適合 技術基準への適合 技術基準への適合

土壌環境基準に適合する土砂等を使用すること 標識の設置 土砂の発生場所の確認、報告

標識の設置 搬入土砂の土壌分析

土木工事施工管理資格を所有する責任者の現場常駐 土砂搬入量の報告、管理台帳の作成

標識の設置

排水の水質検査、報告

罰則 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金など １年以下の懲役又は50万円以下の罰金など ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金など

他市町村条例規制内容
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